
外国人英語指導助手「ＡＬＴ」の効果的な活用について（案） 

 

新学習指導要領により、平成 32年度から、小学校３・４年生は年間 35時間の「外国

語活動」の授業を、また小学校５・６年生は年間 70時間の「外国語」の授業を行うこ

とになるため、これらの動きを見据え、平成 31年度より、現状の「業務委託契約」か

ら、学校や市教育委員会がＡＬＴと直接協議が出来る「派遣業務委託」への切り替えを

検討しています。 

これにより、ＡＬＴが参画し、複数の教師と協力して指導にあたるティーム・ティー

チングの開催や、授業改善などに向けた話合いが可能となり、より効果的かつ効率的な

授業運営が図れるようになります。 

 

〈現状の「業務委託契約」〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈「派遣業務委託契約」〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１ 

個々に 

直接雇用 

〈小学校３・４年生〉 
年間 15時間の「外国語活動」 

ＡＬＴ 

（４名） 

市教育 

委員会 

ＴＴ等への参加、

変更・改善等の直

接指示 

〈小学校５・６年生〉 委託 

契約 

変更等 

指示 

業 者 ＡＬＴ 

（６名） 

年間 50時間の「外国語」 

市内 13小学校 

効果的、スピーディな対応が可能 
 

個々に 

直接雇用 

〈小学校３・４年生〉 
H32 年間 35時間の「外国語活動」 

ＡＬＴ 

（４名） 

市教育 

委員会 

ＴＴ等への参加、

変更・改善等の直

接指示（OK） 

〈小学校５・６年生〉 派遣 

契約 

業 者 ＡＬＴ 

（６名） 

市内 13小学校 

H32 年間 70時間の「外国語」 


